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 「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について（通知） 

 

【重要】 
「高等教育の修学支援新制度」における支援対象者の要件について、大学等に進学するまでの

期間の要件及び修業年限を超過する場合の支援廃止の要件を緩和することとしました。 
 



この度、「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支

援に関する法律施行規則の一部を改正する省令」（令和８年文部科学省令第 15号）が

令和８年３月 31日に公布されました。 

 本省令は、令和８年度から、大学等の授業料・入学金の減免と給付型奨学金の支給を

併せて行う「高等教育の修学支援新制度」（以下「本制度」という。）における支援対

象者の要件を緩和する等の改正を行うものです。 

 本制度の対象となる大学等の設置者におかれては、下記内容について十分に御了知い

ただき、その運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいいただくとともに、本件につ

いて周知をいただくようお願いいたします。 

 なお、今回の改正内容については、「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務

処理要領（第７版）」に反映しておりますので、併せて御参照いただくようお願いいた

します。 

 

 高等学校等の設置者におかれては、今回の制度改正を受けて高等学校段階での本制度

の予約採用における確認要件や確認手続き等に変更が生じるものではございませんが、

下記内容について十分に御了知いただくとともに、今回の制度改正が、高等学校等の生

徒等が大学等に進学した際に影響があることに留意し、本件について大学等への進学を

希望する生徒等への進路指導などにおいて「高等教育の修学支援新制度」の内容ととも

に適切に周知いただくようお願いいたします。 

 

 各都道府県知事におかれては、所轄の学校（専修学校を含む。以下同じ。）に対して、

各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及びその設置者並びに域内の市区町村

教育委員会（指定都市教育委員会を除く。）に対して、各指定都市教育委員会におかれ

ては、所管の学校に対して、高等学校を設置する構造改革特別区域法（平成 14 年法律

第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長及び厚生労働省におかれ

ては、所管する学校に対して、本件について周知をいただくようお願いします。なお、

今回の制度改正は「高等教育の修学支援新制度」に関する内容であることから、主とし

て大学等や高等学校等を対象として周知いただくようお願いします。 

 

                                  記 

 

第１ 改正の概要 

（１） 「高等教育の修学支援新制度」における支援対象者の要件の緩和 

本制度では、大学等に進学するまでの期間に関する要件について、高等学校等を

卒業後２年を経過するまでに大学等に入学している者を支援の対象にすることとし

てきたところ、本要件を緩和し、令和８年度以降は、災害、傷病その他のやむを得

ない事由により、高等学校等を卒業後２年を経過するまでに入学することが困難で

あったと確認大学等において認められる場合は、卒業後４年を経過するまでに大学

等に入学している者も支援の対象とする（なお、本緩和措置は在学採用において実

施し、予約採用においては実施しない）。（独立行政法人日本学生支援機構に関す

る省令（平成 16 年文部科学省令第 23 号）第 23 条の２第１項関係及び大学等にお



ける修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第６号）第 10 条第

１項関係） 

また、支援対象者が修業年限で卒業又は修了できないことが確定した場合には、

災害、傷病その他のやむを得ない事由がある場合を除いて支援を廃止するとしてき

たところ、令和８年度以降は、副専攻等の追加学修や学部等選択を目的とするなど

学生が求める学修の成果を得るために修業年限で卒業又は修了しないことが確認大

学等において適当と認められる場合は、そのことをもって支援を廃止せず、本制度

による支援を継続することを可能とする。（独立行政法人日本学生支援機構に関す

る省令第 23条の 12及び別表関係並びに大学等における修学の支援に関する法律施

行規則第 18条及び別表第二関係） 

（２）その他の改正 

 上記の改正等を踏まえ、その他所要の改正を行う。 

（３）施行期日 

令和８年４月１日から施行する。（附則関係） 

 

第２ 制度改正の周知 

地方公共団体、高等学校等及び本制度の対象となる大学等の設置者は、本通知等の

内容を十分了知の上、本来、対象となる者が制度改正の不知により支援を受けられな

いことがないよう、十分な周知を行うこと。 

 

  

【添付資料】 

別紙１ 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援

に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和８年文部科学省令第 15

号） 

 

【参考】 

 高等学校等就学支援金制度等及び高等教育の修学支援新制度の周知について(通知) 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/mext_00010.html 

 

         【本件連絡先】 

           文部科学省高等教育局学生支援課 

                     メール：gakushi@mext.go.jp 

                                          電 話：03-5253-4111（内線 3876） 
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大
学
等
に
入
学
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
年
）
を
経
過
し
た
者 

ヘ 

認
定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
の
前
年
度
の
末
日
か
ら
そ

の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
八

年
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

当
該
期
間
が
八
年
を
経
過
す
る
ま
で
に
確
認
大
学
等
に
入
学

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
年
）
を
経
過
し
た
者 

ト 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
六
号
（
同
令
第
百

八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
に
在
学
し
な
く
な

っ
た
日
の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等

に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他

の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
期
間
が
二
年
を
経
過

す
る
ま
で
に
確
認
大
学
等
に
入
学
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ

た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
年
）
を
経
過
し
た

も
の 

チ 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
七
号
（
同
令
第
百

八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等

に
入
学
し
た
日
が
二
十
歳
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
、
二
十
歳
に
達
し
た
日
ま
で
に
確
認
大

   

ニ 

認
定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
の
初
日
か
ら
認
定
試
験
合

格
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
五

年
を
経
過
し
た
者
（
機
構
確
認
者
を
除
く
。
） 

   

ホ 

認
定
試
験
合
格
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま

で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者 

   [

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

     

ヘ 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
六
号
（
同
令
第
百

八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
に
在
学
し
な
く
な

っ
た
日
の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等

に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
も
の 

    
ト 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
七
号
（
同
令
第
百

八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等

に
入
学
し
た
日
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
の
末
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
も
の 



 

5 

学
等
に
入
学
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
二
歳
）
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
の
末
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
も
の 

リ 
[

略]
 

２
～
４ 

[

略]
 

 

 

  

チ 
[

同
上]

 

２
～
４ 

[

同
上]

 

 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
二
十
三
条
の
十
二 

給
付
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
八 

[

略]
 

九 

確
認
大
学
等
が
、
給
付
奨
学
生
が
求
め
る
学
修
の
成
果
を
修

業
年
限
で
得
る
こ
と
が
難
し
く
、
修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了

し
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
給
付
奨
学
生

認
定
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
、
当
該
給
付
奨
学
生
か
ら
申
出

が
あ
っ
た
と
き
。 

十 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力

の
停
止
に
つ
い
て
、
給
付
奨
学
生
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た

給
付
奨
学
生
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
認

定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
八 

[

略]
 

九 

前
項
第
九
号
に
該
当
す
る
者 

給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
の

停
止
の
日
か
ら
、
前
項
第
三
号
の
休
学
の
期
間
を
除
き
十
二
月

を
超
え
な
い
範
囲
で
確
認
大
学
等
が
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た

と
き
。 

十 

前
項
第
十
号
に
該
当
す
る
者 

給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
の

停
止
の
解
除
に
つ
い
て
、
給
付
奨
学
生
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と

き
。 

３
・
４ 

[

略]
 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
月
か

ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
が
再
開
さ
れ
た
月
の

前
月
ま
で
の
月
数
は
、
令
第
八
条
の
三
各
号
に
定
め
る
月
数
に
通

算

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
三
号
（
同
号
及
び
同

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
二
十
三
条
の
十
二 

給
付
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
八 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

    

九 

前
八
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力

の
停
止
に
つ
い
て
、
給
付
奨
学
生
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た

給
付
奨
学
生
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
認

定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
八 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

 

  

九 

前
項
第
九
号
に
該
当
す
る
者 

給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
の

停
止
の
解
除
に
つ
い
て
、
給
付
奨
学
生
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と

き
。 

３
・
４ 

[

同
上]

 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
月
か

ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
が
再
開
さ
れ
た
月
の

前
月
ま
で
の
月
数
は
、
令
第
八
条
の
三
各
号
に
定
め
る
月
数
に
通

算

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
三
号
（
同
号
及
び
同
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項
第
四
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
又
は
同
項

第
九
号
（
同
項
第
四
号
及
び
第
九
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と

き
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止

さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
通
算
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

項
第
四
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
の
規
定
に

よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
通

算
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
（
令
第
八
条
の
三
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
） 

第
四
十
二
条 

令
第
八
条
の
三
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

者
は
、
過
去
に
学
資
支
給
金
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
次

の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一
～
四 

[

略]
 

五 

確
認
大
学
等
に
在
学
し
た
者
（
確
認
を
受
け
た
大
学
、
短
期

大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専

修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
四
年
以
上
の
も
の
に
限
る

。
）
若
し
く
は
適
格
専
攻
科
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者
を
除
く

。
）
で
引
き
続
い
て
確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科

、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専
修
学
校
の
適
格
専
攻

科
に
入
学
し
た
者 

 

（
令
第
八
条
の
三
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
） 

第
四
十
二
条 

令
第
八
条
の
三
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

者
は
、
過
去
に
学
資
支
給
金
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
次

の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一
～
四 

[

同
上]

 

五 

短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科

又
は
専
修
学
校
の
適
格
専
攻
科
に
入
学
し
た
者 

  

別
表 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
二
十
三
条
の
二

、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
十
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災
害
、
傷
病

そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
で
き
な
い
こ
と
が
確
定

し
た
こ
と
（
確
認
大
学
等
が
、
給
付
奨
学
生
が
求
め
る

学
修
の
成
果
を
修
業
年
限
で
得
る
こ
と
が
難
し
く
、
修

業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
し
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め

た
場
合
を
除
く
。
）
。 

二
～
四 

[

略]
 

停
止 

[

略]
 

警
告 

[

略]
 

備
考 

[

略]
 

 
 

別
表 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
二
十
三
条
の
二

、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
十
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災
害
、
傷
病

そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
で
き
な
い
こ
と
が
確
定

し
た
こ
と
。 

   

二
～
四 

[

同
上]

 

停
止 

[

同
上]

 

警
告 

[
同
上]

 

備
考 

[

同
上]

 

 
 



 

7 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
元
年
文
部
科
学
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
十
条 

減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
学
生
（
以
下
「
選
考
対
象
者
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

高
等
学
校
又
は
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年

ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
（
次
項
第

一
号
イ
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
を
初
め
て
卒

業
又
は
修
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ

の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
（
高
等
専
門
学
校
の
第
四
学

年
へ
の
進
級
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
日
（
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

日
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
期
間
が

二
年
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

当
該
期
間
が
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
に
確
認
大
学
等
に
入
学
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
年
）
を
経
過
し
た
者 

イ 
[

略]
 

ロ 

第
二
十
条
第
五
号
の
入
学
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
入

学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た

日
か
ら
当
該
確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高

等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専
修
学
校
の
適
格
専
攻
科

に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も

の 

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門

学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専
修
学
校
の
適
格
専
攻
科
へ
の
入

学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日 

  

三 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は

第
四
号
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で

の
期
間
が
二
年
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
、
当
該
期
間
が
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
に
確
認
大
学
等

に
入
学
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ

第
十
条 

減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
学
生
（
以
下
「
選
考
対
象
者
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 

二 

高
等
学
校
又
は
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年

ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
（
次
項
第

一
号
イ
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
を
初
め
て
卒

業
又
は
修
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ

の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
（
高
等
専
門
学
校
の
第
四
学

年
へ
の
進
級
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
日
（
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

日
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
期
間
が

二
年
を
経
過
し
た
者 

   

イ 
[

同
上]

 

ロ 

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門
学

校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専
修
学
校
の
適
格
専
攻
科
に
入
学
し

た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
入
学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学

等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
当
該
確
認
を
受
け
た
短
期

大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は

専
修
学
校
の
適
格
専
攻
科
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
一

年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の 

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の

認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専
修
学

校
の
適
格
専
攻
科
へ
の
入
学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学

等
に
入
学
し
た
日 

三 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は

第
四
号
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で

の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者 
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っ
て
は
、
四
年
）
を
経
過
し
た
者 

四 

機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認

定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
（
第
六
号
に
お
い
て
「
認
定
試
験

受
験
資
格
取
得
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
機
構
省
令
第

二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
試
験
合
格
者
（
次

号
に
お
い
て
単
に
「
認
定
試
験
合
格
者
」
と
い
う
。
）
と
な
っ

た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
五
年
（
災
害
、
傷

病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
期
間
が
五
年

を
経
過
す
る
ま
で
に
認
定
試
験
合
格
者
と
な
る
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
年
）
を
経
過
し

た
者
（
機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
機
構
確
認
者
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
機
構
確
認
者

」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

五 

認
定
試
験
合
格
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の

期
間
が
二
年
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
、
当
該
期
間
が
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
に
確
認
大
学
等
に

入
学
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
年
）
を
経
過
し
た
者 

六 

認
定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
の
前
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の

在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
八
年
（

災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
期

間
が
八
年
を
経
過
す
る
ま
で
に
確
認
大
学
等
に
入
学
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
年
）

を
経
過
し
た
者 

七 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
六
号
（
第
百
八
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日

の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し

た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
期
間
が
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
に
確

認
大
学
等
に
入
学
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
年
）
を
経
過
し
た
も
の 

八 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
七
号
（
第
百
八
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

 

四 

機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認

定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
の
初
日
か
ら
機
構
省
令
第
二
十
一

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
試
験
合
格
者
（
次
号
に
お

い
て
単
に
「
認
定
試
験
合
格
者
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
日
の

属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
経
過
し
た
者
（
機

構
省
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
機
構
確

認
者
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
機
構
確
認
者
」
と
い
う

。
）
を
除
く
。
） 

    

五 

認
定
試
験
合
格
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の

期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者 

   [

号
を
加
え
る
。]

 

     

六 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
六
号
（
第
百
八
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日

の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し

た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
も
の 

   

七 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
七
号
（
第
百
八
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
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該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学

し
た
日
が
二
十
歳
（
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
、
二
十
歳
に
達
し
た
日
ま
で
に
確
認
大
学
等
に
入
学

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
二
十
二
歳
）
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日

よ
り
後
の
日
で
あ
る
も
の 

九
・
十 

[
略]

 

２
～
７ 

[

略]
 

 

該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学

し
た
日
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末

日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
も
の 

   

八
・
九 

[

同
上]

 

２
～
７ 

[

同
上]

 

 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
十
八
条 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一
～
九 

[

略]
 

十 

確
認
大
学
等
が
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
求
め
る
学
修
の

成
果
を
修
業
年
限
で
得
る
こ
と
が
難
し
く
、
修
業
年
限
で
卒
業

又
は
修
了
し
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
減

免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
、
授
業

料
等
減
免
対
象
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

十
一 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変

更
認
定
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
か

ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が

停
止
さ
れ
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一
～
九 

[

略]
 

十 

前
項
第
十
号
に
該
当
す
る
者 

減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認

定
の
効
力
の
停
止
の
日
か
ら
、
前
項
第
三
号
の
休
学
の
期
間
を

除
き
十
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
確
認
大
学
等
が
定
め
る
期
間

を
経
過
し
た
と
き
。 

十
一 

前
項
第
十
一
号
に
該
当
す
る
者 

減
免
認
定
又
は
減
免
変

更
認
定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対

象
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
十
八
条 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一
～
九 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

    

十 

前
九
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更

認
定
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
か
ら

申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が

停
止
さ
れ
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一
～
九 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   

十 

前
項
第
十
号
に
該
当
す
る
者 

減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認

定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者

か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 
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３
・
４ 

[

略]
 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
減
免
が
停
止
さ
れ
た
月
か
ら
同
項

の
規
定
に
よ
り
授
業
料
減
免
が
再
開
さ
れ
た
月
の
前
月
ま
で
の
月

数
は
、
施
行
令
第
三
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
月
数
に
通
算
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
三
号
（
同
号
及
び
同
項
第
四

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
又
は
同
項
第
九
号

（
同
項
第
四
号
及
び
第
九
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の

効
力
が
停
止
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
通
算
を
し
な
い
も
の
と
す
る

。 

 

３
・
４ 

[

同
上]
 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
減
免
が
停
止
さ
れ
た
月
か
ら
同
項

の
規
定
に
よ
り
授
業
料
減
免
が
再
開
さ
れ
た
月
の
前
月
ま
で
の
月

数
は
、
施
行
令
第
三
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
月
数
に
通
算
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
三
号
（
同
号
及
び
同
項
第
四

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
授

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
通
算
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

） 

第
二
十
条 

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
者
は
、
過
去
に
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の

う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一
～
四 

[

略]
 

五 

確
認
大
学
等
に
在
学
し
た
者
（
確
認
を
受
け
た
大
学
、
短
期

大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専

修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
四
年
以
上
の
も
の
に
限
る

。
）
若
し
く
は
適
格
専
攻
科
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者
を
除
く

。
）
で
引
き
続
い
て
確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科

、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
又
は
専
修
学
校
の
適
格
専
攻

科
に
入
学
し
た
者 

 

（
施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

） 

第
二
十
条 

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
者
は
、
過
去
に
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の

う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一
～
四 

[

同
上]

 

五 

短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
、
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科

又
は
専
修
学
校
の
適
格
専
攻
科
に
入
学
し
た
者 

  

 

別
表
第
二 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
十
条
、
第

十
二
条
及
び
第
十
五
条
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災
害
、
傷
病

そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
で
き
な
い
こ
と
が
確
定

し
た
こ
と
（
確
認
大
学
等
が
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者

が
求
め
る
学
修
の
成
果
を
修
業
年
限
で
得
る
こ
と
が
難

し
く
、
修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
し
な
い
こ
と
を
適

別
表
第
二 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
十
条
、
第

十
二
条
及
び
第
十
五
条
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災
害
、
傷
病

そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
で
き
な
い
こ
と
が
確
定

し
た
こ
と
。 
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当
と
認
め
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

二
～
四 

[

略]
 

停
止 

[

略]
 

警
告 

[

略]
 

備
考 

[

略]
 

 
 

 

二
～
四 

[

同
上]

 

停
止 

[

同
上]

 

警
告 
[

同
上]

 

備
考 
[

同
上]

 

 
 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

  
 



 

14 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

15 
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附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


